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貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
表

○

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
貸
金
業
の
規
則
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
法
施
行
令
第
一
条
の
二
第

第
二
十
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
法
施
行
令
第
一
条
の
二
第

二
号
イ
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
（
以
下
「
公
益
法
人

二
号
イ
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
に
は
、
一
般
社
団
法

」
と
い
う
。
）
に
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及

人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法

び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
社

「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
社
団
法
人
又

団
法
人
又
は
特
例
財
団
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。

は
特
例
財
団
法
人
（
以
下
「
特
例
民
法
法
人
」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の
と
す

る
。

２

前
項
の
公
益
法
人
に
は
、
特
例
民
法
法
人
が
整
備
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
移
行
し
た
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
（
次
項
に
お
い
て
「
移
行

一
般
社
団
法
人
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
整
備
法
第
百
二
十

一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
整
備
法
第
百
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
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（
次
項
に
お
い
て
「
移
行
登
記
」
と
い
う
。
）
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

貸
付
け
を
業
と
し
て
行
っ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
を
、
当
分
の
間
、
含
む
も

の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
団
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
の
構
成
員
の
み
に
対
す
る
貸
付

け
を
業
と
す
る
も
の

イ

一
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

設
け
ら
れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
を
い
う
。
）
又
は
一
の
地
方
公
務
員

共
済
組
合
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五

十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
地
方
公
務
員
共
済

組
合
を
い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
組
合
員
（
組
合
員
で
あ
っ

た
者
を
含
む
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
構
成
す
る
団
体
（
地
方
公

務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
が
構
成
す
る
団
体
に
あ
っ
て
は
、
一
の
都
道
府

県
内
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る

組
合
員
が
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

一
の
会
社
等
（
会
社
そ
の
他
の
事
業
者
を
い
い
、
当
該
会
社
そ
の
他
の

事
業
者
の
役
員
又
は
使
用
人
（
役
員
又
は
使
用
人
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。

以
下
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
構
成
す
る
団
体
が
そ
の
役
員
又
は

使
用
人
を
相
手
方
と
し
て
貸
付
け
に
係
る
事
業
を
行
う
こ
と
を
専
ら
目
的

と
す
る
会
社
そ
の
他
の
事
業
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
役
員
又
は
使

用
人
が
構
成
す
る
団
体

ハ

一
の
会
社
（
当
該
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
等
（
内
閣
府
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
会
社
と
連
結
し
て
そ
の
計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
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を
作
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
子
会
社
そ
の
他
の
会
社
を
い
い
、
連
結
子
会

社
等
で
あ
っ
た
会
社
を
含
む
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
役
員
又
は

使
用
人
が
構
成
す
る
団
体
が
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
を
相
手
方
と
し
て
貸

付
け
に
係
る
事
業
を
行
う
こ
と
を
専
ら
目
的
と
す
る
会
社
で
あ
る
場
合
を

除
く
。
）
及
び
当
該
会
社
の
連
結
子
会
社
等
の
役
員
又
は
使
用
人
が
構
成

す
る
団
体
（
ロ
に
掲
げ
る
団
体
を
除
く
。
）

二

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体

イ

そ
の
業
と
し
て
行
う
貸
付
け
が
、
学
生
、
生
徒
、
児
童
又
は
幼
児
に
対

す
る
学
資
と
し
て
の
資
金
の
貸
付
け
で
あ
る
こ
と
。

ロ

そ
の
業
と
し
て
行
う
貸
付
け
が
利
息
（
貸
金
業
法
第
十
二
条
の
八
第
二

項
に
規
定
す
る
み
な
し
利
息
を
含
む
。
）
を
付
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。

３

移
行
一
般
社
団
法
人
等
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
益
法
人
に
含
ま
れ
る
も
の

（
新
設
）

と
さ
れ
る
移
行
一
般
社
団
法
人
等
を
除
く
。
）
が
そ
の
移
行
登
記
を
し
た
日
前

に
締
結
し
た
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
貸
付
け
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該

移
行
一
般
社
団
法
人
等
は
、
当
該
貸
付
け
に
関
し
て
は
、
公
益
法
人
と
み
な
す

。


